






いずも移住リフォーム助成金
出雲市への移住・定住を促進するため、出雲市外在住者（転入3年以内含む）が定住する目的で所有
する住宅をリフォームする場合、費用の一部を助成します。（工事の着工前に申請が必要です。）

対象工事例

次の項目すべてに該当する工事

出雲市内に本店または営業所がある事業所（※）（個人事業者を含む）に発注する工事

工事費50万円以上の工事 助成金交付決定後に着手する工事

令和9年（2027年）3月10日までに完了する工事

（※）出雲市に法人設立届を提出している事業者

屋根・外壁改修、雨樋の取替 フローリング・クロス等の張替 浴室・トイレの改修

床暖房設備

畳・障子・サッシ・建具の設置、取替

下水道排水設備工事

システムキッチン・給湯器設置

※トイレ・台所・浴室等の内装工事（壁・柱・床等の
　主要構造部の改修）を伴う場合に限ります。

助成対象
事 業

注意事項
・申請する前に必ずお問い合わせください。
・工事の着工前に申請が必要です。

・他の補助または補償等との併用はできません。
・予算の範囲内で助成します。

次の項目両方に該当する方
ただし、リフォーム後5年以上継続して居住する場合に限ります。

加算助成対象者 助成対象者の要件を満たし、かつ次のいずれかの世帯に該当する方

新婚世帯
結婚5年未満の夫婦
が同居している世帯

子育て世帯
18歳未満の方と同居

している世帯

自然豊かな地域（※）居住世帯
過疎地域等の市が指定する

地域に居住する世帯

空き家バンク登録物件購入世帯
いずも空き家バンクに登録された

空き家を購入した世帯

助成
対象者

自己または親族（3親等以内）が所有する住宅をリフォームする方

出雲市外に5年以上引き続き居住している方、または出雲市外に
5年以上引き続き居住した後、出雲市に転入して3年以内の方

（※）自然豊かな地域：P1下部の一覧を参照

上限50万円

工事費の20％

上限10万円

工事費の10％

上限80万円

工事費の30％

助成対象者

左のうち
本市に移住する
市外在住者 新婚世帯・子育て世帯

自然豊かな地域居住世帯・
空き家バンク登録物件購入世帯

助成金額
（千円未満切捨）

助成
内容
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